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〓お知らせ〓 

 

 

 

「点検整備推進Ｗｅｂキャンペーン」（１０月）で行われたクイズの賞品として下記の「車検・定期点検割

引ク－ポン（５，０００円割引券）」を１００名の当選された皆様に送付しました。 

この割引ク－ポンは、車検・定期点検及び一般整備（オイル交換等）時の料金割引クーポンとなりま

す。 

ご利用がありましたらク－ポン券裏面の記載内容をご確認の上、料金の精算にご協力をよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・定期点検割引クーポンの精算について 

割引クーポン表面 

割引クーポン裏面 
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一般社団法人日本自動車機械工具協会より､自動車検査用機械器具の校正手数料改定について 

次のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査用機械器具の校正手数料改定のお知らせ 

指定工場の皆様へ 
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※ 詳しくは、自動車整備振興会ホームページ・トップページ、お知らせ欄「自動車検査用

機械器具の校正手数料改定について」をご確認ください。 
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令和８年１月１日以降に１２ヶ月点検、２４か月点検及び新車の納車整備を行った自家用乗用車

には、令和９年用点検整備済ステッカーを貼付することになります。 

 令和７年１１月より販売しております令和９年用ステッカーは、整備事業者等が前面ガラスに貼

付できる期間は、令和９年９月３０日までと指定されておりますので、購入時にはご注意下さい。 

また、点検整備済みステッカーの出納等については、今後も厳正な管理をお願いします。 

〈参考〉 

    ｢令和９年用点検整備済ステッカー｣は、令和８年１月１日以降に自家用乗用車、令和８年

７月１日以降に自家用貨物車、令和８年１０月１日以降に事業用貨物車等に貼付しますが、

詳細は自動車点検基準をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

国土交通省より､新規検査時におけるオプションパーツの取扱いの変更について､次のとおり通

知がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは、国土交通省 関東運輸局 山梨運輸支局 整備課に 

(ＴＥＬ０５５－２６１－０８８０④) お問い合わせください。 

新規検査時のオプションパーツ取扱い変更のお知らせ 

令和９年用点検整備済ステッカー貼付のお知らせ 
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